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新型コロナウイルス感染症への対応について（通知） 

  

外務省は、新型コロナウイルス感染症例の急増に伴い各国・各地域の感染症危険レベル

を引き上げています。該当地域への渡航については、慎重に検討し、不要不急の渡航は中

止してください。また、感染症危険レベル 2 以上の地域から日本入国または帰国された方

は、入国または帰国の日から起算して 14 日間は自宅で休養し、自身の体調変化や症状に

注意した健康観察をするよう依頼してください。 

既に当該地域に滞在中の学生・教職員に対しては、現地の状況が急激に悪化する可能性

も念頭におき、国際便の運航状況をはじめとする現地の最新情報の収集と感染予防に万全

を期していいただくとともに、日本への早期の一時帰国を含む安全確保について至急検討

していただきますよう周知願います。 

 

 

感染症危険レベル３ 渡航は止めてください。（渡航中止勧告） 

中華人民共和国（中国）の湖北省全域、浙江省温州市 

大韓民国（韓国）の大邱（テグ）広域市、慶尚北道慶山（キョンサン）市、 

安東（アンドン）市、永川（ヨンチョン）市、 

星州（ソンジュ）郡、清道（チョンド）郡、 

軍威（グンウィ）郡、漆谷（チルゴク）郡、 

義城（ウィソン）郡、 

イランのコム州、テヘラン州、ギーラーン州 

感染症危険レベル２ 不要不急の渡航は止めてください。（不要不急の渡航自粛） 

中華人民共和国（中国）の湖北省全域、浙江省温州市以外の地域 

大韓民国（韓国）の大邱（テグ）広域市、慶尚北道（慶山市、安東市、永川市、 

漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡、清道郡）を除く全土 

イランのコム州、テヘラン州、ギーラーン州以外の地域 

イタリアのロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア＝ロマーニャ州 
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